
（別紙） 

 

「持続可能な地域経済社会の活性化に向けた連携チーム」の連携内容及び体制

について 

 

１．チームでの連携内容について 

地域経済エコシステムの形成や地域課題の解決を通じた地域経済の活性化、

地域資源の活用を通じた持続可能な地域社会づくり「地域循環共生圏」に有効

な取組みについて、当面、以下のテーマを連携していく。 

 

（１） 地域経済エコシステムの形成および課題解決に向けた、又は地方創生を

テーマとする官・民・金の関係者による交流会の提供・開催支援 

 

（２） 地域課題の解決を通じた環境・経済・社会の統合的向上を目的として、

地域金融機関や民間企業を含めた地域におけるパートナーシップの充実・

強化や人材の発掘・育成支援 

       

（３） 地域金融機関における SDGｓ/ESGの実践等を通じた持続可能な地域経済

社会の活性化に向けた取組支援 

       

２．連携チームの体制について 

    連携チームの体制については、当面、以下のとおりとする。また、構成員は

今後必要に応じて追加する。 

 

（チーム長） 

金融庁監督局参事官 

環境省大臣官房審議官 

 

（チーム員） 

  金融庁監督局総務課地域課題解決支援室長及び同室担当者 

  環境省大臣官房環境経済課課長・環境金融推進室長及び同課室担当者 


